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常陸太田市市制施行 70周年・合併 20周年記念花火大会  

出店要領 

 

１ 花火大会の開催日時 

   令和 6年 11月 30日（土）17時 00分から 

   ※荒天時は翌日に順延 

 

２ 花火大会の会場 

   旧幸久小学校北側田園地 

 

３ 花火大会の内容 

   7,020発の花火打上げ 

 

４ 出店会場 

   花火大会会場内指定場所（旧幸久小学校北側田園地 外） 

 

５ 出店時間 

   14時 00分から 19時 00分(予定) 

 

６ 出店基準 

（一社）常陸太田市観光物産協会会員、市内外の市民団体・店舗等 

  

７ 出店面積 

   １区画当たりテント 1張(1間×２間)程度 

※道路上で幅員が狭くなっており、出店面積を超えての販売等は出来ませんので 

予めご了承ください。 

 

８ 出店料(１区画当たり) 

(1)協会会員／2,000円 

(2)会員以外（市内）／5,000円 

(3)会員以外（市外）／8,000円 

(4)出店料については、原則、出店者説明会で徴収いたします。 

(5)出店者説明会を欠席される場合は、出店者説明会の開催日の前日までに、出店        

料を実行委員会事務局までお持ちください。期日までにお持ちいただけない場

合は、出店申込みを取り消させていただきますので、予めご了承ください。 

(6)出店料の支払いは、釣銭のないようお支払いください。 

(7)出店料の支払いについて、振込みを希望される方は、実行委員会事務局までご 

連絡ください。 
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９ 出店者説明会 

   令和６年１１月上旬（予定） 

   ※出店者決定後、通知にて正式な日程をお知らせいたします。 

 

10 出店の申込方法 

別紙「常陸太田市市制施行 70周年・合併 20周年記念花火大会出店申込書」に必
要書類を添付し、ＦＡＸ、メール、持参又は郵送にてお申込みください。 

    ※メールの場合、観光物産協会ホームページより申込書をダウンロードしてお
申込みください。 

 

11 出店の申込期限 

   令和６年 10月 18日(金) 

  

12 販売について 

(1)商品として飲食物を販売する場合は、保健所へ申請したもののみとします。 

(2)飲食関係の出店の場合には、出店申込書と腸内病原菌検査成績書（検査受付日 

が開催日より１年以内のもの）の写し、取扱食品一覧、配置図を提出してくだ 

さい。（保健所申請は事務局が一括で行う。） 

  (3)出店に必要な机、椅子、テント、照明、発電機等は、出店者が準備してくださ 

い。 

(4)出店者は各自ゴミ箱を用意し、出店で発生したゴミは全て持ち帰るようにして 

ください。 

(5)営業品目のうち食品は、加熱調理するものか調理済みのものに限ります。 

  

13 その他 

(1)出店場所や駐車場については、実行委員会事務局が決定し、後日通知します。 

(2)出店については、出店申込書を提出していただいた後に、実行委員会事務局に

おいて書類審査のうえ出店者の決定をします。なお、出店申込数が多数の場合

は、抽選により出店者を決定いたしますので、ご了承ください。 

(3)照明等の電源確保は出店者で確保してください。 

(4)観覧者等とのトラブルや販売商品のトラブル等について、主催者である実行委

員会は一切の責任を負わないものとします。 

(5)当日の搬入については、開始時刻(14時 00分)の１時間前までに行い、搬入後 

は速やかに車両を指定駐車場（出店者駐車場：各１台）に移動してください。 

また、搬出については、終了時刻から１時間以内に行ってください。 

  (6)食品を扱う出店者は、ポリタンク、バケツ等の手洗い設備を必ず設置してくだ 

さい。 

  (7)火気類（ガス、炭火、電気等）を使用する場合は、必ず消火器を持参してくださ

い 。 

(8)悪天候等、主催者判断により花火大会を順延又は中止とした場合であっても、
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出店準備に要した経費については、主催者は一切の責任を負いません。 

(9)花火大会の会場内及び周辺での迷惑行為は、一切行わないでください。 

(10)注意事項等を守らず、花火大会の運営に非協力的な言動及び行動をした場合に

は、出店を取消します。 

(11)万一、緊急事態が発生した場合、速やかに観覧者等の避難誘導を行ってくださ

い。 

  (12)当日やむを得ない事情等により出店場所の移動等が発生した場合には、実行委

員会事務局の指示に従ってください。 

  (13)出店者の過失により、出店区画付近の施設等を破損した場合には、出展社が責

任を持って施設等の修復をしてください。 

  (14)農産物等の販売品には、管理責任者の「住所・氏名・電話番号」を必ず明記して

ください。 

 

14 問い合わせ 

常陸太田市山下町９４９－９ （一社）常陸太田市観光物産協会内 

常陸太田市市制施行７０周年・合併２０周年記念花火大会実行委員会 事務局 

ＴＥＬ：０２９４－７２－８１９４ ＦＡＸ：０２９４－７２－４２０１ 


